
業績目標の標語（指導者評価）
目標としていた達成水準を上回る成果を出した（１００％超）

目標としていた達成水準に到達した（１００％）

わずかに目標の達成水準に達しなかった（90％以上100％未満）

目標の達成水準には届かなかった（６０％以上９０％未満）

目標の達成水準までは遠い結果となった（６０％未満）

目標達成のための取り組みが見られなかった

助け合いや支え合い
により、
住み慣れた地域で自
分らしく暮らすことが
できる「地域共生社
会」の実現をめざしま
す。

共助のしくみづくり
第５次地域福祉計画の推進

◎部局目標１ 関連の施策・基本事業No 2-1 〈これまでの経緯〉
　各地域で開催されたタウンミーティング等の議論を
経て、第５次地域福祉計画を策定した。

〈目標が達成された姿（理想）〉
　地域の福祉に関するニーズを的確に把握・分析し
た上、福祉施策の方向性が示され、地域が主体と
なった共生社会が実現されている。

〈現状分析〉
　少子高齢化による人口減少が続いており、地域に
よる支えあいの基盤や、人と人の繋がりの意識が希
薄化している。

〈課題〉
　地域基盤の弱体化等により、孤立してしまっている
方や困りごとを相談できない方が増えている。
　活発に取り組んでいる地域とそうでない地域の差
が激しく、ネットワーク会議が開催がされていない地
域もある。

〈目標数値〉
　第５次計画の取組みを進めるため、社会福祉
協議会と連携し、全３９地域でネットワーク会議を
開催する。(全地域で第5次計画の共有と地域課
題の整理を行う。)

〈達成された状態〉
　各地域で本計画で掲げる目標を共有するととも
に、課題解決に向けた議論を全市的に進めるこ
とにより、課題解決力が高まり、地域活動が活性
化されている。

〈手段・工程〉
　社協と連携して、計画完成のキックオフとして、
市民が参加できる地域福祉シンポジウムを開催
し、その後、各地域でネットワーク会議を開催し、
地域課題解決に向けた議論を活発化させる。

▼

業績目標 表題 現状や課題 達成水準
（どこまでできれば達成したといえるか）

達成状況
（自己評価）

理由

氏　名 川北　喜道

連絡先 0595-26-3940

令和８年度 部局マニフェスト
～私たちの組織使命と目標～

部局名 健康福祉部

役　職 部長

〈目標数値〉
　本年度より手上げ方式による全市展開を行う
【見込数：６団体】

〈達成された状態〉
　地域で個別避難計画の作成に向けた話し合い
や取り組みがされている。
　
〈手段・工程〉
　関係部署からなるワーキング部会を設置し、進
行管理や実施団体への助言を行う。
　令和７年度モデル地区から得られた事例を参
考に、都度課題などの見直しを行う。
　福祉事業所連絡会などを通じて継続して計画
活用や制度について周知する。

▼

災害時における要援
護者の避難行動の円
滑化を図る。

共助のしくみづくり　避難行動要
支援者名簿の登録、個別避難計
画の策定

◎部局目標２ 関連の施策・基本事業No 2-1 〈これまでの経緯〉
　モデル地区において個別避難計画策定を支援し、
全市展開に向けた課題抽出や作成手引類の作成を
行った。

〈目標が達成された姿（理想）〉
　作成された個別避難計画に基づき避難訓練（また
は実施に向けた話し合い）が実施され、助け合いに
よる地域防災意識が醸成されている。

〈現状分析〉
　地域での防災や要援護者への関心や自助共助意
識を高め切れておらず地域の避難訓練などに繋が
りきれていない。
　避難行動要支援者名簿に登録されている方への
啓発が必要。
　
〈課題〉
　モデル事業を経て全市展開をするにあたり、事務
局側の体制整備が必要。
　地域における自主防災の取組みへの活用を推進
する取組みが必要となっている。
　福祉専門職が本計画の活用方法を検討し、避難
後に避難所での生活が可能かなど、災害時の対応
力向上を目指す。



住み慣れた地域で自
分らしく暮らせるよう
関係機関と連携し住
まいを確保する

被保護者及び生活困窮者の住ま
いの確保に向けた支援の実施

◎部局目標３ 関連の施策・基本事業No 2-1 ＜これまでの経緯＞
　就労支援員や相談支援員による就労支援や家計
改善支援を実施し、相談者の状況に応じた個別支
援プランを作成し継続的な支援を実施している。ま
た、住まい相談支援員の配置により、住居に困る人
への相談窓口となり安定した住まい支援を行ってい
る。

＜目標が達成された姿（理想）＞
　相談者やその世帯が抱える課題が解消され、困
窮状態から脱している。
地域のなかで自分らしく暮らせる住まいを確保して
いる。

＜現状分析＞
　本人が就労を望んでも、高齢や言葉の問題で就
労困難なケースが多い。また、収入が少ないという
だけでなく、単身高齢者や緊急連絡先が確保できな
いという理由により住宅確保が困難な人が増えてい
る。

＜課題＞
　住まいは単なる居場所ではなく、生活の再建や福
祉、就労、健康といったすべての基盤となり地域の
中で自分らしく暮らすことができる場所であるが、
様々な理由により住宅確保が困難な状況に陥って
いる住宅確保要配慮者への支援が課題となってい
る。

＜数値目標＞
　住まいの確保に問題がある相談者のうち、住
宅を確保できた人の割合：34％以上
R7年度末実績が34％であったため、前年度以上
を目標とする。

＜達成された状態＞
　住宅確保要配慮者が住み慣れた地域で、支援
者からの必要に応じた見守りのもとで自立した生
活を送れる。

＜手段・工程＞
　伊賀市居住支援協議会を活用し官民連携し
て、大家、要配慮者双方への支援の仕組みと資
源づくりを進め、住宅確保に配慮が必要な人向
けの物件を確保する。

▼
▼

がん検診の普及啓発
と環境整備を推進し、
誰もが受診しやすい
体制を構築すること
で、市民の健やかな
暮らしを守ります

がん検診受診率の向上

◎部局目標４ 関連の施策・基本事業No 2-2 〈これまでの経緯〉
　休日検診の実施やWEB予約の導入など受診しや
すい環境づくりに取り組んできたが、受診率向上に
つながっていない。

〈目標が達成された姿（理想）〉
　早期発見・早期治療が市民の習慣として定着し、
健康寿命の延伸とがん死亡率の減少が実現してい
る姿を目指す。あわせて、重症化予防を通じて将来
的な医療費負担を抑制し、医療・介護費負担の適正
化が図られている状態を理想とする。

〈現状分析〉
　検診受診率は県内でも下位水準に低迷している。
とりわけ肺がん・大腸がん検診については県内最下
位という極めて深刻な状況にある。

〈課題〉
　特に働く世代（４０代以上）の受診率向上が課題で
あり、検診の重要性を「自分事」として捉えてもらうた
めの効果的なアプローチが必要です。

〈目標数値〉
　令和10年度末までに、地域保健・健康増進事
業報告に基づく肺がん・大腸がん検診の受診率
を令和５年実績の県内最下位から県平均値に引
き上げる。ただし、本報告は発表までに１年以上
かかるため、市が行う試算値にて判断する。
【現状値】肺がん検診1.5％、大腸がん検診7.0％
（令和７年度試算値）
【令和８年度目標値】肺がん検診3.5％、大腸が
ん検診7.2％
※なお、令和10年度末の目標値である令和５年
度実績の県平均値は、肺がん検診6.6％、大腸
がん検診7.6％です。

〈達成された状態〉
　働く世代が「検診は自分と家族のために必要な
もの」と認識し、生活サイクルに合わせて自発的
に予約・受診している。また、精密検査が必要な
際も速やかに医療機関を受診する体制が定着し
ている。

〈手段・工程〉
　個別勧奨通知を行う。
　ナッジ理論（行動経済学）を用いた、受診を後
押しする広報展開を行う。
　連携協定締結事業所からも受診勧奨を行うこと
で啓発強化をねらう。



医療費の適正化を図
る

生活習慣病予防及び重症化予
防の推進

◎部局目標５ 関連の施策・基本事業No 2-2 ＜これまでの経緯＞
　ライフステージに応じた生活習慣病予防また重症
化予防のため、食育や運動習慣の定着などを含め
た健康管理の支援に取り組んできた。

＜目標が達成された姿（理想）＞
　市民が自身の健康状態に関心を持ち疾病の予防
に取り組むことで、健康な生活を送ることができる。

＜現状分析＞
　40、50歳代の特定健診の受診率が低く、特定保健
指導や糖尿病性腎症予防事業の対象者の把握が
難しいため、効果的なアプローチができていない。

＜課題＞
　40、50歳代の健診受診率を向上させること。

＜目標数値＞
　40、50歳の健診受診率：30％（令和7年度：
27.5％）

＜達成された状態＞
　40代50代の早期から疾病予防に取り組むこと
で、生活習慣を早期に見直すことができ、重症化
を予防することができる。

＜手段・工程＞
　本年度40歳年齢到達者へナッジ理論を活用し
た受診勧奨はがきを送付する。
　40代50代を中心に、受診の再勧奨通知や電
話、訪問による勧奨を行う。
　また、39歳の被保険者に対し、年2回無料集団
検診を実施し、健康に関する意識向上を目指
す。

▼
▼新たな介護人材を確

保し定着をめざす
新たな介護人材の確保・定着

◎部局目標６ 関連の施策・基本事業No 2-4 〈これまでの経緯〉
　ケアマネジメントの要であるケアマネジャーの離職
防止と定着の促進、更には新たな人材の確保を目
的に、新たな支援制度を整備し予算化した。

〈目標が達成された姿（理想）〉
　住み慣れた地域で可能な限り生活し続けることが
できるよう、必要な時に必要な介護保険サービスを
利用することができる。

〈現状分析〉
　介護現場の担い手不足が深刻化している。

〈課題〉
　介護現場の担い手不足により、将来的に介護保
険サービスの提供に制約が生じる事態が予測され
る。

〈目標数値〉
　減少傾向にある市内の居宅介護支援事業所に
就労するケアマネジャーの人数を令和７年度末
時点の人数９５人から３人増加させ９８人とする。

〈達成された状況〉
　市内事業所において安定した介護保険サービ
スの提供ができている。

〈手段・工程〉
　創設した新たな支援制度について、市内の居
宅介護事業所や関係機関に情報を提供するとと
もに、SNS等を活用した手法により市内外へ周知
を図ることで、ケアマネジャーの資格取得希望者
の資格取得を促進し、市内介護事業所への就労
に繋げる。



障がいのある人が自
ら選択・決定できるよ
う多様な提供体制を
整えます。

障がい者（児）が必要とするサー
ビスの充足のため、人材の確保
育成を図る

◎部局目標７ 関連の施策・基本事業No 2-5 〈これまでの経緯〉
　障がい者（児）の多様なニーズに伴い、福祉に関
する制度も多種多様化している。

〈目標が達成された姿（理想）〉
　地域で生活するために必要な障害福祉サービスを
十分に受けることができるようにする。

〈現状分析〉
　重度化、高齢化や「親なき後」に備え、地域で生活
している障がい者やその家族が安心して暮らすため
必要とする障害福祉サービスの充足並びに質の向
上が必要である。

〈課題〉
　障害福祉サービスを提供する支援体制の充実を
図るためには、人材確保・育成が必要とされてい
る。

〈目標数値〉
　障害福祉サービス事業所等就労支援金交付件
数：
1.新規就労支援金　10件
2.６ヶ月以上就労継続　10件
3.ガイドヘルプ養成研修修了し
　就労の場合　5件

〈達成された状態〉
　障がい者等が地域で安心して生活できる。

〈手段・工程〉
　障害福祉サービスの人材確保・育成を図るた
め、就労支援金交付及びガイドヘルプ（移動支
援）養成研修実施事業者指定を行い人材確保・
育成に取り組みます。

▼
▼

こども計画に基づき、
子育てを通じて幸せ
を得られる環境づくり
を進める

（仮称）こどもの権利条例の制定
とその周知啓発

◎部局目標８ 関連の施策・基本事業No 3-1 〈これまでの経緯〉
　こどもの権利条例制定に向け、令和7年9月にアド
バイザー協定を締結し、認識向上や助言を得た。そ
の後、議会へ方針を説明し、庁内の検討体制を整
備した。さらに、研修会等を開催し、こどもの権利に
ついて学ぶ機会を設けた。

〈目標が達成された姿（理想）〉
　こどもは生まれながらにして、多用な人格を持った
個人であり、尊重されるべき存在として育むまれて
いる。

〈現状分析〉
　こども・大人ともにこどもが権利の主体であるとい
う理解が進んでおらず、それが故にこどもがまちづく
りに参画するための取り組みが進んでいない。

〈課題〉
　2023年に「こども基本法」が施行、「こども大綱」が
策定された。これらはこどもの権利や意見表明の機
会を尊重し、法や大綱に位置付けている。今後は、
こどもも大人もこどもが権利主体であることを理解
し、条例や参画の仕組みづくりを進める必要があ
る。

〈目標数値〉
①令和８年12月定例月会議に提出する。
②こどもの権利に関する出前講座やワークショッ
プ等で、実施後の参加者の理解度が80％以上と
する。

〈達成された状態〉
　条例が制定され、こどもの権利に関する理解度
が、こどもも大人も高まっている。

〈手段・工程〉
　他自治体や有識者の意見を踏まえ、伊賀市こ
ども未来応援会議に専門部会を設置する。
　こどもの権利条例検討委員会で庁内連携や周
知啓発を推進する。
　子ども・子育て庁内連絡会議では関係部局とと
もに条例制定に向けて検討を進める。
　さらに、ワークショップや出前講座を実施し、理
解度を調査する。



保護者の孤立を防
ぎ、子育てしやすい
環境づくりを進める

子育て相談
相談支援体制の強化

◎部局目標９ 関連の施策・基本事業No 3-1 〈これまでの経緯〉
　改正児童福祉法が示す、妊産婦から18歳までの
児童及び子育て家庭を対象としてこども家庭セン
ターを整備し運営している。

〈目標が達成された姿（理想）〉
妊産婦から１８歳までのこども・子育て家庭に対し切
れ目ない支援が継続できる。

（現状分析)
　産科、保育園・小学校・中学校などの各在籍機関
をはじめ、庁内各課、児童相談所、警察等と密に連
携を取り相談支援を実施している。その中で、中学
卒業後の生徒の様子について、把握しきれていない
ケースがある。

(課題）
　中学校卒業後のこどもや子育て家庭が抱える課
題を高等学校と情報共有し、支援が必要となったと
きに連携して対応する必要がある。

（目標数値）
　高校生の要支援者を対象として、在籍する高
等学校と、成育歴や家庭環境などについて情報
共有し、支援が必要となったときには、要保護児
童対策地域協議会の各機関と高校が協力して支
援を行えるよう、連携体制を構築する。

（達成された状態）
　妊産婦から18歳までのすべての世代で、不安
や悩みを抱える児童や子育て家庭が、孤立する
ことなく相談でき、安心して子育てができる。

（手段・工程）
　地域の高等学校と、課題を抱える生徒・子育て
家庭について情報共有し、必要に応じてケース
会議を開催し、支援の方向性を共有し役割分担
を行った上で相談支援を実施する。

▼
▼

保護者の孤立を防ぐ
ため、子育てしやす
い環境づくりを進め
る。

子育て支援
孤立させない子育ての強化

◎部局目標１０ 関連の施策・基本事業No 3-1 〈これまでの経緯〉
　市内には子育て支援センターが8か所（市営6か
所、民営2か所）あり、子育て親子の交流の場の提
供と交流の促進、子育てに関する相談、地域の子
育て関連情報の提供、また各センターごとに子育て
支援に関する教室等を実施している。

〈目標が達成された姿（理想）〉
　子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育
ての不安・悩みを気軽に相談でき、安心して利用し
てもらえる場を提供する。

〈現状分析〉
　子育てに対する不安感、負担感、孤独感を持つ保
護者が少なくない。

〈課題〉
　利用者の声を聞き、現状に対する意見やニーズを
知り、今後の取り組みに活かす。

〈目標数値〉
①子育て支援センターの利用者：27,500人
②子育て支援センターの利用満足度80％以上

〈達成された状態〉
　子育てに対する不安がある保護者が、市内の
子育て支援センターを利用することで職員は無
論、保護者同士で子育て体験なども出し合える
環境づくりに努める。また課題を見出すことで必
要な支援に繋がる。

〈手段・工程〉
　孤立しがちな親子がいれば、職員が率先して
声掛けをする。また親子で参加できる教室に参
加してもらうことで、子育て支援センターの利用
に繋げる。
　まだ子育て支援センターを利用したことがない
人にも利用いただけるよう、広報、LINEを含めた
SNSを活用し周知に努める。
　子育て世代対象に子育て支援センターについ
てのアンケートを実施し、利用された感想や満足
度、ニーズ等について聞き取り、子育て支援機能
の充実を図る。



幼児教育・保育基本
方針の策定

持続可能な幼児教育・保育の提
供

◎部局目標１１ 関連の施策・基本事業No 3-1 ＜これまでの経緯＞
　令和３年10月に伊賀市保育所（園）民営化計画を
策定し、公立保育所の民営化や統廃合を進めていく
こととし、令和５年度に旧大山田保育園を民営化事
業者を選定した。令和６年度には新たに２か所の保
育所の民営化事業者募集をしたが中止し、民営化
計画を見直し公立保育が今後果たすべき役割等を
再考することとした。

〈目的が達成された姿（理想）〉
　人口動態、保育ニーズに合った施設の統合等を行
い、適切な規模による安心・安全な幼児教育・保育
の提供ができる。

＜現状分析＞
　安心安全な幼児教育・保育環境を安定して提供す
ること、伊賀市人権保育基本方針に根差した保育を
提供すること、障がいの有無にかかわらず誰もが同
じ場所で過ごすインクルーシブ保育を提供すること
など、公立保育が今後果たすべき役割等の再考を
している。

＜課題＞
　「伊賀市こども計画」で求められている保育サービ
スの質的な向上やニーズに応じた幼児教育・保育
提供への取組みが必要である。

＜目標数値＞
　幼児教育・保育基本方針の最終案を、３月には
議会へ報告する。

＜達成された状態＞
　伊賀市の幼児教育・保育の現状と課題を把握
し、望ましい保育所（園）のあり方が定まってい
る。

＜手段・工程＞
　策定委員会を設置し、２回程度委員会を開催
する。
　12月には、議会に中間案を報告し、パブリック
コメントを経て、最終案をまとめる。

▼


